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第２章 上位･関連計画の概要及び道路を取り巻く現状         

２.１ 国の計画 

国関係では、市内を南北に通る国道 19 号の改築事業として、「明科駅前歩道整備事業」

が進行中である。この事業は、下図に示す延長約 0.8km の区間で、既存道路の拡幅を行い、

上下線に歩道と自転車通行空間を整備するとともに、無電柱化を行うものである。この歩

道整備により、ＪＲ明科駅が立地する同区間内の沿道商店の利用者や通勤通学の歩行者･

自転車等の安全性の向上が見込まれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：平成 30 年度 長野国道事業所の事業概要（国土交通省） 

図 2-1 国道 19号の明科駅前歩道整備事業の概要 
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２.２ 長野県の計画 

（１）しあわせ信州創造プラン 3.0（長野県総合５か年計画）［令和５（2023）年３

月策定］ 

長野県の総合５か年計画『しあわせ信州創造プラン 3.0』の第４編 施策の総合的展開

から、道路整備に関連する項目内容を抜粋して以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１-３ 社会的なインフラの維持・発展を図る 

  【めざす姿】社会的なインフラの維持・発展 

施設の統廃合や共有、管理の共同化などにより、持続可能なインフラ管理体制が構築

され、人口減少下においても県民の安全・安心な生活が維持されています。 

■現状と課題 

高度成長期以降に集中的に整備された道路施設や河川管理施設、上下水道施設な

どインフラが今後一斉に更新時期を迎えるとともに、人口減少の急速な進行などに

伴い、上下水道事業の経営状況が悪化しているため、インフラの維持管理・更新や

経営基盤の強化を着実に実施していく必要があります。 

■施策の展開（道路整備に関連する部分のみ抜粋） 

○中長期的な維持管理・更新等に係るトータルコストの縮減等に向け、早期に対策

が必要な施設の修繕を集中的に実施し、予防保全型のインフラメンテナンスへの

転換を推進 

○道路パトロールや道路情報モニターの設置等により、安全で快適な道路環境を維

持 

○橋梁、トンネル、道路附属物等の更新、修繕、撤去等により、道路施設の長寿命

化を促進 

○舗装や区画線の修繕、沿道美化を、観光地や市街地を中心に強化することにより、

道路機能を適切に維持・管理 

○包括的民間委託の拡大等により、地域の建設産業が道路や河川、砂防関係施設な

どの維持管理を持続的に担うインフラの管理体制を構築 

１-６ 県民生活の安全を確保する 

【めざす姿】県民生活の安全確保 

社会情勢の変化に伴い複雑化・多様化する犯罪や、交通事故、食品・医薬品の安全な

ど、日々の生活に影響を及ぼす様々なリスクが最小化され、県民の安全・安心な生活が

維持されています。 

■現状と課題（道路整備に関連する部分のみ抜粋） 

交通事故件数は減少しているものの、依然として交通死亡事故が発生しており、

子どもから高齢者まで幅広い世代に対する交通安全対策を推進することが必要で

す。 

■施策の展開（道路整備に関連する部分のみ抜粋） 

○分析に基づく交通事故防止対策のほか、季別の交通安全運動や、参加・体験・実

践型の交通安全教育・啓発の実施により、県民の交通安全意識を醸成し、交通事

故のない安全・安心な社会を構築 
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参考 長野県の道路整備関連計画の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３-１ 住む人も訪れる人も快適な空間をつくる 

  【めざす姿】本州中央部広域交流圏の形成 

高速交通網等が整備され、地域間交流や観光の促進、県内産業の更なる発展につなが

っています。 

■現状と課題（道路整備に関連する部分のみ抜粋） 

山脈や高原等により居住する地域が隔てられているため、地域間の円滑な移動の

確保と交流の拡大を目指し、県外・県内各地を結ぶ道路ネットワークの整備を進め

る必要があります。 

■施策の展開（道路整備に関連する部分のみ抜粋） 

○中部横断自動車道・中部縦貫自動車道・三遠南信自動車道・松本糸魚川連絡道路

等の高規格道路のミッシングリンク解消やスマートＩＣの整備により、観光振興、

産業発展を促進 

○道路ネットワークの整備により、都市と地方の交流を促進するとともに、鉄道駅・

空港・観光地・工業団地等へのアクセス性の向上、渋滞の解消や地域の生活を支

える道路網を形成 

○登下校中の交通事故をなくすため、通学路交通安全プログラムに基づき、見守り

活動や歩道整備など児童の安全確保に向けた取組を継続的かつ着実に実施 

○歩道の設置や交差点の改良、道路情報版や案内標識等の整備、高度化信号機等交

通安全施設の整備、道路の拡幅や４車線化、バイパス化等により、安全で安心な

生活環境を整備 

資料：信州みちビジョン 
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（２）長野県新総合交通ビジョン［平成 25（2013）年３月策定］ 

 『長野県新総合交通ビジョン』のなかで掲げられている県が目指す交通の将来像と、それ

らの実現に向けて、県が取り組むべき施策の方向を提示している。 

  

 

将来像１ 長寿社会の確かな暮らしを支える 

地域交通の確保 

将来像２ 交流の結節点“信州”を快適につなぐ

移動環境の形成 

将来像３ 東日本と西日本、太平洋と日本海を 

結び海外へと広がる 

「本州中央部広域交流圏（仮称）」

の構築 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：長野県新総合交通ビジョン 

図 2-2 長野県が目指す交通の将来像 

交通ネットワークの充実 

本州中央部広域交流圏（仮称） 
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（３）信州みちビジョン［令和５（2023）年 10月改定］ 

 『信州みちビジョン』では、当初計画策定後における長野県を取り巻く社会情勢の変化や

最新の県民ニーズを踏まえた上で、以下の基本目標と基本方針を定めている。 

資料：信州みちビジョン 

図 2-3 基本目標と基本方針 
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（４）安曇野建設事務所管内の道路整備事業計画 

長野県総合５か年計画（令和５（2023）年３月策定）に示されている「公共事業の主な整備

箇所一覧（全体事業費が５億円以上と見込まれるもの）」に掲載されている事業計画のほか、国

道を含めて、安曇野建設事務管内（＝安曇野市内）で予定されている事業計画区間を下図に示

す。このうち、松本糸魚川連絡道路については、次ページに安曇野市新設区間ルート帯案の詳

細図を示す。 

 

 

図 2-4 国道及び県道の道路整備の事業計画区間 

松松本本糸糸魚魚川川連連絡絡道道路路  
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※資料：安曇野市内の松本糸魚川連絡道路等（概略図） 

図 2-5 松本糸魚川連絡道路（安曇野市新設区間ルート帯案） 
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２.３ 安曇野市の計画 

（１）第２次安曇野市総合計画［令和５（2023）年４月策定］ 

『第２次安曇野市総合計画 後期基本計画』のなかから、道路整備に関連する項目内容

を抜粋して以下に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３章 後期基本計画 

第５節 施策  

目標４ 自然と暮らしやすさが調和するまち 

４－４ 自然と発展が織りなすまちづくり 

安曇野の地域特性を生かし、暮らしやすさと産業発展が調和した持続可能なまちづく

りを進めます。 

◆取組の方向 

○都市機能の秩序ある集約 

・都市機能を担う主要な施設が集積する５つの拠点市街へ居住人口を集約してい

くための取組を進めます。 

・各市街で不足する機能は、道路・交通網などを強化して、相互に補完し合える

環境整備を進めます。 

・空き家や既存の住宅地などを有効活用できるよう、土地利用制度の見直しに向

けた検討を進めます。 

 

４－６ 道路整備の推進 

利便性や安全性が確保された道路整備を推進し、暮らしやすいまちを目指します。 

◆取組の方向 

○事業実施路線の検討 

・市外との交流を容易にし、産業、医療、防災面などに不可欠な幹線道路につい

て、地域住民のニーズも踏まえた整備を推進します。 

・生活道路は、地域からの要望を把握し、路線の重要度、緊急性などを踏まえた

改良を実施します。 

・国道 19 号や国道 147 号、松糸道路、東西幹線道路の整備をはじめ、未改良道路

の整備などを国や県と連携し進めます。 

○施設の長寿命化と適正な維持管理 

・道路の破損個所を通報できるアプリの活用などにより、道路の情報を市民と共

有し、迅速な改修につなげます。 

・道路や橋梁などの適正な維持管理に努め、安全で安心な道路環境の整備を進め

ます。 

・計画的に傷んだ舗装や橋梁の修繕を行い、長寿命化を図ります。 

○松糸道路の整備促進 

・松糸道路の安曇野市新設区間である「安曇野道路」の早期建設及び現道活用区

間の早期改良に向けて、県とともに取り組みます。 

・松糸道路と現道とを結ぶアクセス道路の整備を行います。 
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資料：安曇野市都市計画マスタープランより作成 

図 2-6 まちづくりの骨格を形成する交通基幹軸 

（２）安曇野市都市計画マスタープラン［令和３（2021）年７月改定］ 

『安曇野市都市計画マスタープラン』では、まちづくりの基本方針に掲げた「都市機能

の秩序ある集約と有機的な連携による持続可能なまちづくり」を図るため、まちづくりの

骨格を形成する交通基幹軸を下図にように整理し、南北東西の基幹軸と都市機能の相互の

補完･連携のための循環軸を位置づけて、目指すまちの基本構造の図（2-12 ページ参照）

まちづくりの骨格として示し、各基幹軸の役割（2-13 ページ参照）を明示している。 

山麓線 

広域農道 

国道 147 号･ＪＲ大糸線 

長野自動車道･松糸道路※ 

国道 19 号･ＪＲ篠ノ井線 
※整備予定の松本糸魚川連絡道路の略 

 

東西基幹軸 
 

高速道路 I.C. 

 

本庁舎  

南北基幹軸 

都市機能の集積拠点 
（前ページ参照） 
 

都市機能の相互の補完･ 
連携のための循環軸 
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国
道
国
道
1199
号号 

国
道
国
道
114477
号号 

 県
道
県
道
有
明
大
町

有
明
大
町

 

国国道道 1199 号号 

国国道道 440033 号号 
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道
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大
町
明
科

大
町
明
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県県道道塩塩尻尻鍋鍋割割穂穂高高線線  

 
広広域域農農道道  

 

長
野
自
動
車
道

長
野
自
動
車
道 

県県道道松松本本環環状状高高家家線線  

 

広広域域農農道道  

 

ＪＪＲＲ篠篠ノノ井井線線 

JJRR
大
糸
線

大
糸
線 

 

ＪＪＲＲ大大糸糸線線  

 

支所 

鉄道駅. 

 

主要河川を横断する橋梁 
 

南北基幹軸は左記のとおり

大きく５路線に区分される。

路線名は各軸線を代表す

る道路及び鉄道の名称

（略称）の組み合わせで表

 

県県道道梓梓橋橋田田沢沢停停車車場場線線  
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図 2-7 目指すまちの基本構造 

５つの拠点と新たな雇用の場を効果的につなげながら進める 

既存市街･集落周辺への集約重視のまちづくり 
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○拠点市街地 
 都市機能の集約の拠点となる旧町村の中心市街 
○産業集積地 

 産業集約の核となる一定の都市基盤の整った工場、事業所の集積地 
○田園環境 

 広がりのある農地を保全していくことを基本として、その環境を著しく乱さない範囲

で、新たな居住を受け入れ、集落の維持･継承を図る田園環境 
○西山山麓の森林環境 

観光･保養地として、良好な森林空間の保全を図る西山山麓 

○東山山麓･山間部の森林環境 

 既存の居住とその周辺一帯の森林環境を保全する東山の山麓･山間部 

○山岳地帯の森林環境 

 北アルプスの峰々につながる森林環境を保全する山岳地帯 

  

〔南北軸〕 

①西山山麓基幹軸 

 北アルプスの山麓に連続する観光拠点や保養の拠点を結び、広域的な活性化につなげ

る幹線道路 

②田園集落基幹軸 

 市内の西側一帯に広がる田園集落における暮らしの環境を結ぶ幹線道路 

③市街地基幹軸 

 都市機能の集積する２つの拠点市街（豊科･穂高）を結ぶ幹線道路 

④広域交通基幹軸 

 大都市圏への広域的なつながりをもつ安曇野 I.C.から南北方向に展開する幹線道路 

⑤東山山麓･山間基幹軸 

 県内の拠点都市（北は長野市、南は松本市）へ接続する幹線道路 
⑥鉄道軸 

 南北を結ぶ公共交通の基幹軸となる JR 大糸線･JR 篠ノ井線 

■まちづくりの基盤となる環境（土地利用） 

■まちづくりの骨格（都市施設） 

観光拠点 連続する水辺空間 本庁舎  

〔循環軸〕 

イ 北部循環軸 
 豊科、明科、穂高、堀金の各拠点市街を相互に結ぶ幹線道路 

ロ 南部循環軸 
 豊科、三郷、堀金の各拠点市街を相互に結ぶ幹線道路 

観光資源の集積エリア 

〔東西軸〕 

ａ,ｃ,ｄ 穂高地域補完軸 
 西山山麓を中心に各所に散在する観光資源を相互に結ぶ幹線道路 

ｂ 北部基幹軸 
 穂高の拠点市街と明科の拠点市街を相互に結ぶ市内北側の幹線道路 
ｅ,ｆ 中央基幹軸 

豊科の拠点市街、堀金の拠点市街を介して、南北５軸を相互に結ぶ複数の幹線道路 
ｇ 堀金･豊科地域補完軸 
 堀金地域と豊科地域を結び、南北軸を経て松本市方面に通じる幹線道路 
ｈ 南部基幹軸 
 三郷の拠点市街を介して、西山山麓と松本市街を相互に結ぶ市内南側の幹線道路 
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（３）安曇野都市計画道路［令和７（2025）年４月現在］ 

安曇野都市計画道路（国道及び県道の決定権者は県）は、直近では令和３（2021）年９

月に見直しが行われ、下表のように設定されている。 

 

 

 

 

表 2-1 都市計画道路一覧   
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※資料：安曇野市立地適正化計画 

図 2-8 都市機能誘導区域 

（４）安曇野市立地適正化計画［令和５（2023）年３月改定］ 

『安曇野市立地適正化計画』は、都市計画マスタープランの高度化版で、都市計画と公

共交通が一体化した「コンパクトシティ･プラス･ネットワーク」のまちづくりの促進を目

的とし、安曇野市の適正な土地利用に関する条例に基づく『安曇野市土地利用基本計画』

の区域設定をふまえて、市内で都市機能を誘導する区域を下図にように定めている。 
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（５）安曇野市地域公共交通計画［令和６年（2024）年５月改定］ 

『安曇野市地域公共交通計画』は、本市の公共交通の充実を図るため、公共交通網の整

備･見直しの概要を下図のとおり示している。 

資料：安曇野市地域公共交通計画 

図 2-9 地域公共交通体系のイメージ 
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（６）安曇野市地域防災計画［令和７（2025）年１月改定］ 

『安曇野市地域防災計画』に示されている県指定の緊急輸送路のほか、拠点医療機関、

ヘリポートその他比較的規模の大きな公園緑地などの災害対応上の主要施設を以下の図に

示す。 

 

 

国営アルプスあづみの公園事

務所は、平成 26年 7月に陸

上自衛隊第 12旅団と「災害

時等の国営公園の占用に関

する協定」に基づき申し合わ

せ書を締結している。 

図 2-10 緊急輸送路ほか災害対応上の主要施設 

   

※「緊急輸送路」として位置付けられている路線（長野県地域防災計画 令和６年度修正） 

：長野自動車道、国道 19号、国道 143号、国道 147 号、国道 403号、県道 51 号(主要地方道大町明科線)、県道 57 号(主

要地方道安曇野インター堀金線) 、安曇野市道豊科 1118 号線、安曇野市道豊科 1 級 1 号線、安曇野市道豊科 2 級 3

号線、安曇野市道豊科 1376 号線、安曇野市道豊科 1級 26号線 

〈補足〉本市を含む松本圏域の災害拠点病院：信州大学医学部附属病院、相澤病院 
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２.４ 道路を取り巻く現状 

（１）人口動態 

全市的には本市の人口は減少傾向にあり、今後もその傾向が続く一方で、全体に占める老年

人口の比率（高齢化率）が高まっていくことが予測されている。そうしたなかで、本計画を改

定した令和２（2020）年から令和７（2025）年までの６年間の人口増減を地区別にみると、土

地利用制度による立地コントロールの効果も反映して、下図のとおり地区ごとに違いがみられ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：住民基本台帳  

図 2-11 地区別の人口増減（2020年－2025年） 
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（２）土地利用現況 

本市は東西を山林に囲まれ、人々の活動は主に、南北に開けた盆地上に展開している。都市

的土地利用は、各地域の拠点市街への集約が進みつつあるものの、もともとのまちの成り立ち

から、郊外にも大小の集落が形成されており、幹線沿道には比較的規模の大きな商業用地も分

布している。工業用地は、市街地内のほか、産業団地や工業団地等の計画的に整備されたもの

を含め、各地域の郊外各所に大規模な工場や複数の工場の団地的な形成がみられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※資料：安曇野市都市計画基礎調査  

図 2-12 現況土地利用（2023年） 
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（３）通勤･通学の動向 

市民の主な移動目的の一つである通勤・通学の目的地（市内及び他自治体）をみると、下図

に示すとおり、市内へ通う方が約 59％で、残りの約 41％の方が他の自治体に通っている。他自

治体のなかでは、松本市が突出して多く、約 62％（全体では約 26％）を占めている。次いで、

大町市、池田町、松川村の順に多い。他自治体からの本市へ通っている方は、松本市から通っ

てくる方の数が最も多く、２位、３位は順位が入れ替わり、松川村、大町市、池田町の順とな

っている。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお、通勤･通学の移動手段について、平成 29（2017）年に市が実施したアンケート結果※

によると、下図に示すとおり、自家用車が突出して多い。 

※対象者：15歳以上の安曇野市在住者、有効回答数：960世帯（2,047 名） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2-13 通勤･通学の移動手段（2017年） 

 

資料：安曇野市地域公共交通計画（国勢調査：R02） 

図 2-16 通勤･通学先の動向（2020年） 

 

資料：安曇野市地域公共交通網計画 
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（４）観光利用動向 

長野県観光地利用者統計調査結果から本市の観光利用者数の推移（2014 年～2024年）をみる

と、2019年までは年間 500万人規模の観光客が訪れていたが、2020 年から 2021年までのコロ

ナ禍の影響で大きく利用者数は減少した。近年は回復傾向にあるものの、コロナ禍前の水準に

は達していない。 

観光地別にみると、安曇野湧水群（わさび農場）と安曇野穂高温泉郷の利用が多く、近年で

も年間 100万人以上が訪れている。次いで、ほりがね道の駅･楡の里と烏川渓谷が 70万人前後

と比較的来訪者が多い。それ以外の観光地はいずれも２万人未満で推移している。 

全体的に本市の観光資源は田園や山麓、山地･山岳に数多く分布しており、特に利用者数の多

い安曇野穂高温泉郷や烏川渓谷などを含む西山山麓は、観光に伴う移動（交通）の多いエリア

として捉えることができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：長野県観光地利用者統計調査結果 

図 2-14 観光地利用者数の推移（2014年－2024年） 

（百人） 折れ線グラフ：観光地別の小計 棒グラフ：全体の合計（百人） 
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（５）自転車利用の促進 

本市の特徴を活かした自転車の活用を通し、市民の健康づくり及び青少年の健全育成、

観光による地域の活性化、環境負荷の低減を図るとともに、自転車が安全に走行できる環

境を整備している。シェアサイクル・レンタサイクルを活用したポタリングの推進や、安

曇野市のサイクリングコースや長野県のモデルコース等の整備をすすめている。 

  

 

 

図 2-15 安曇野市自転車ネットワーク計画選定路線 
資料：安曇野市自転車ネットワーク計画（令和７年改定） 


